
                                     

第 5３回稲城市スポーツ大会 

（  サッカー ）競技実施要項 

① 日時 

（１）稲城中央公園総合グランド  

（土曜日）令和７年４月５日 

（日曜日）令和７年４月６日・１３日、20日、５月１８日、6月１日 

 

（２）稲城長峰ヴェルディフィールド 

（土曜日） 令和７年４月５日、５月３日 

（日曜日昼）令和７年６月８・２２日、7月６日 

（日曜夜 17:00-21:00）令和７年 4月２０日、５月２５日、６月１５日、 

７月６・２０日 

 

（３）南多摩スポーツ広場サッカー場 

    （土曜日） 令和７年５月３日 

 

（４）南多摩スポーツ広場覆蓋グラウンド 

    （土曜日）令和７年５月３日 

（日曜日）令和７年４月１３・２８日、５月１１・１８・２５日、６月８日 

    （祝日） 令和７年５月３・５・６日 

   

 （５）総合体育館ミーティングルーム１ 

    （日曜日） 令和７年３月１６日 18:40～21:30 

 

※時間・会場は参加チームに別途周知します。 

 

 

② 会場 

（１）稲城中央公園総合グラウンド 

（２）稲城長峰ヴェルディフィールド 

（３）南多摩スポーツ広場サッカー場 

 （４）南多摩スポーツ広場覆蓋グラウンド 

 （５）総合体育館ミーティングルーム１（一般、壮年代表者会議） 

 

 

③ 競技種目 

（１）幼児少学生の部（幼児、小学１～６年生） 

（２）一般の部（満１５歳以上） 



（３）壮年の部（満４０歳以上）1986（Ｓ61）年 4月１日以前に生まれた方。 

 

 

④ 競技規則 

別紙 第５３回稲城市スポーツ大会少年の部競技実施要項および 

  第５３回稲城市スポーツ大会一般・壮年の部競技実施要項を参照してください。 

 

 

⑤ 競技方法 

  ④競技規則に同じ 

 

 

⑥ 参加資格 

連盟加盟団体および、稲城市内在住、在勤、在学者で構成されているチーム。 

  ただし、審判、本部、駐車場当番等の役割分担を引き受けられること。 

少年の部は原則加盟団体のみ。（詳細については申込先にお問い合わせください） 

   

 

⑦ 参加人員 

一般の部 １チームあたり登録４０名まで 

   壮年の部 制限無し 一般の部との重複登録可 

     少年の部 同 上   ※上の学年との重複登録可、ただしチーム丸ごとは不可 

 

 

⑧ 参加料 

   少年 15,000円（トロフィー代実費分）参加チーム数により変動あり。 

   一般  8,000円 

   壮年 10,000円 

   ※参加チーム数により、変動する場合があります。 

※一度納入した参加料は返金いたしません。天候不良等による大会日程延期につい

ても、返金の対象とはなりません。ご同意いただいた上で申込ください。 

 

 

⑨ 順位決定方法 

  ④競技規則、⑤競技方法に同じ 

  

 

⑩ 表彰 

幼児小学生の部 １位～３位 トロフィー、賞状・ 

優秀選手賞 各チームより１名 メダル 

   

一般・壮年の部 １位～３位 賞状、賞品（ボール） 



 

 

⑪ 申込期限及び方法 

  期 限 令和７年３月１日 

  方 法 電話受付 

  申込先 事務局長 原田 和哉 ０９０－４７０５－１９１０ 

      会  長 池田 英司 ０９０－３３４２－３３９７ 

   

代表者会議（組み合わせ抽選等）日時 

  少年の部 令和７年３月  上部団体のスケジュールと調整のため未定 

    一般の部・壮年の部  令和７年３月１０日 総合体育館ミーティングルーム１ 

 

 

⑫ 問合せ先 

  ⑪の申し込み先に同じ 

 

 

⑬ その他 

・競技中の事故等については責任を負いかねるので、予め承知のこと。 

・スポーツ保険等については各団体で対応すること。 

・熱中症対策については各団体対応すること。 

・ゴミは各団体で責任をもって必ず持ち帰ること。 

・本大会自体、または特定チーム、個人を批判することを目的として大会会場内 

で撮影した写真動画等を公表することは固く禁じます。 

・参加者の氏名、大会結果及び大会の様子（写真等）について、市、スポーツ協会及

び競技団体ホームページ、スポーツ協発行誌に記載することがあります。参加申込

書のご提出により、上記取扱いに関するご承諾を得たものといたします。 

・本実施要項に定めのない不測の事態が生じた際には、大会本部に必ず報告、相談 

すること。またその際には、関係者一同、誠意をもって協議し、円満に解決を図る 

よう努力すること。 

 

以上 

 

 


